
教員養成に係る組織 

 

（１）教職実践センター（大学・短期大学部共通） 

 

 

（２）短大実習委員会（短期大学部独自） 

・委員会の名称 

 作新学院大学女子短期大学部実習委員会 

・委員会の構成員 

 幼稚園実習担当教員 5名、保育所実習担当教員4名、施設実習担当教員 3名 

・委員会の運営方法 

 ①委員の任期は、１年とし、再任を妨げない。②委員長は、委員の互選による。③委員会は、実

習に関する次の事項を審議する。1.実習の編成及び実習計画に関すること。2.実習の運営に関する

こと。3.実習指導（事前・事後指導を含む）に関すること。4.実習の評価に関すること。5.実習の履

修資格要件に関すること。6.その他実習に関すること。④開催頻度：ほぼ 2月に１回。 

 

  第１２回 事後報告：授業者として 

第１３回 事後報告：児童・生徒との関わり 

第１４回 事後報告：研究授業とその振り返り 

第１５回 教育実習報告会 

３ 教育実習に関して連絡調整等を行う委員会・協議会等（以下「委員会等」という。） 

① 大学内の各学部・学科等との連絡調整を行う委員会等 

・ 委員会等の名称 

 作新学院大学・作新学院大学女子短期大学部教員養成カリキュラム委員会 

・ 委員会等の構成員（役職・人数など） 

①各学部長(2学部各 1名計 2名)、②教職科目担当教員若干名、③幼稚園担当教員 1名、④小学校担当

教員若干名、⑤中高英語担当教員 1名、⑥中高国語担当教員 1名、⑦高校商業担当教員 1名、⑧高校情報担

当教員 1名、⑨高校公民担当教員 1名、⑩特別支援教育担当教員 1名、⑪教職実践センター教員 2名、⑫事

務局長及び教務課長(各 1名計 2名)、⑬その他委員長が必要と認める教員。但し、高校情報及び公民担当教

員は平成 25年度入学生までが教職課程在籍する期間、中高英語担当教員は平成 29年度入学生までが教職課

程在籍する期間までとする。 

・ 委員会等の運営方法 

①委員の任期は２年とし、再任を妨げない。②委員長は学部長の互選により定める。③委員会は、委員の

３分の２の出席により成立する。④議事は教員養成教育課程の編成、運営、検証、企画、立案など全般にわ

たる。⑤教員養成教育の充実及び実践のために、教職実践センターを置く。⑥委員会に関する事務は教務課

において処理する。⑦開催頻度：ほぼ毎月１回。 

【委員会の組織図】 

 

② 大学外の関係機関（例：都道府県及び市区町村教育委員会など）との連絡調整等を行う委員会等 

・ 委員会等の名称 

 作新学院大学・作新学院大学女子短期大学部教職実践センター 

・ 委員会等の構成員（役職・人数など） 

センター長1名及び副センター長 3名（うちセンター常駐教員2名） 

・ 委員会等の運営方法 

①任期は２年とし、再任を妨げない。②センター長は、学長が教職課程担当専任教員（特任を含む）の中

から任命する。③業務は、教員養成カリキュラム委員会の方針に基づき、県教育委員会等との連携をはじめ、

教職実践演習の指導、教育実習に関する資料・書籍類の整備と管理、地域の学校・幼稚園・保育所・福祉施

設等へのボランティア活動の支援、現職教員の研修受け入れ、教員採用試験対策、研究実践報告書の作成。

④センターに関する事務は教務課において処理する。 
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